
 

Ａ．新「会社法」では、会社の組織形態が下図のようになります。 
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    ※株式譲渡制限会社とは 
    ①すべての株式の譲渡について、 
    ③会社の承認を必要とする旨の定めを、 
    ③定款に置いている株式会社のことです。 
    株式譲渡制限会社になれば、株式会社でありながら有限会社のような簡易な規制を選択可能

です。 
   
 
  新「会社法」のメインは、既存の株式会社制度と有限会社制度を統合し、新しい株式会社制度に変更 
することですが、上記を含め、やや詳細な内容は次表のとおりです。  
 
 

 
 
 

株式会社制度と有限会社制度の統合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

これまでの株式会社 これまでの有限会社 新会社法での株式会社

１,０００万円 ３００万円 なし

取締役会 必ず設置 設置できない

監査役 必ず設置 任意で設置

取締役の数 ３人以上 １人以上
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取締役２年
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制限無し
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　監査役　原則４年
　ただし、定款で定めれば
　それぞれ最大１０年まで
　延長可能

その他 - - 会計参与の設置が可能
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機
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詳細につきましては、当所  経営支援課までお問い合わせください。


